
　「大綱」とは、教育の目標や施策の根本的な方針を定めた
計画で、総合教育会議で首長と教育委員会が協議・調整を
尽くした後、首長が策定します。首長と教育委員会は策定した
「大綱」のもとに、それぞれが所管する事務を執行します。

ポイント①　 教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」を設置

ポイント② 「総合教育会議」の設置

ポイント③ 教育に関する「大綱」を首長が策定

　新教育長は教育委員会の会務を総理し、教
育委員会の代表として、会議の主宰者、具体
的な事務執行の責任者、事務局の指揮監督者
となります。任期は３年です。

　総合教育会議は首長と教育委員会（必要に応じて意見聴取者の出席を要請）
で構成され、首長が招集して行われます。原則公開されます。
協議・調整事項は次のとおりです。
①教育行政の大綱の策定に関すること
②教育の条件整備など重点的に講ずべき施策に関すること
③児童・生徒などの生命・身体の保護など、緊急の場合に講ずべき措置に関すること
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□大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方
針。教育基本法第17条に規定する基本的
な方針を参酌して定める。

□総合教育会議で、首長と教育委員会が協
議・調整を尽くし、首長が策定。

□首長および教育委員会は、策定した大綱の
下に、それぞれの所管する事務を執行。
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緊急事態発生！でも
会議招集のタイミングは？

どちらが
責任者？
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同意

教育委員、
教育長を任命

新「教育長」
（常勤）

★教育委員会の会務を総理し、
教育委員会を代表（会議の主
宰者、具体的な事務執行の責
任者、事務局の指揮監督者）
★任期3年

教育長を任命

教育長 委員

首長

委員
委員

意見聴取者

委員

○地方公共団体としての教育政策に関する方向性が明確
化されます

総合教育会議

○首長が直接教育長を任命するので、任命
責任が明確化されます
○教育行政の第一義的（最も重要）な責任
者が教育長であることが明確になります
○緊急時にも、常勤の教育長が教育委員会
議を招集するタイミングを判断できます

○首長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、首長が公の場で教育政策について議論することができます
○首長と教育委員会が協議・調整することにより、両者が教育政策の方向性を共有し、一致した考えで執行にあたるこ
とが可能になります

教育委員会の代表者、
会議の主宰者

具体的な事務執行の責
任者、事務局の指揮監
督者

首長は教育長を任命していない？

 11　2015.4 ／広報しょうばら


